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明石市高齢者いきいき福祉計画及び第９期介護保険事業計画の素案について 

 

 2024年度（令和６年度）から３年間を計画期間とする「明石市高齢者いきいき福祉計画及び第９期介護保

険事業計画」（以下「第９期計画」という）の素案につきまして、以下のとおり報告いたします。 

 

１ 計画の概要 

（１）計画策定の趣旨等 

   高齢化の進展により要支援・要介護認定者や認知症の人が増加し、社会保障費の急増に伴う持続可能

な制度への抜本的な見直しが必要となっているなか、2023年（令和５年）５月に「全世代対応型の持続

可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」が公布され、介護情報基盤

の整備や介護サービス事業者等における生産性の向上に資する取組、地域包括支援センターの体制整備

等、などが定められました。また、６月には、認知症の人が自分らしく暮らし続けることができる共生

社会の実現を推進することを目的とする「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」が成立しま

した。 

このような状況を踏まえ、また、「あかしＳＤＧｓ推進計画」のまちづくりの方向性や、これまで取り

組んできた本計画の基本的な考え方やその歩みを引き継いで、本市の高齢者福祉の基本理念を「いくつに

なっても自分らしく 地域で支え合い、安心して暮らせるまち あかし」と定め、その実現に向け、本市

における地域包括ケアシステムを一層推進し、高齢者をはじめあらゆる世代の市民が支え合い、自分らし

くともに暮らせる地域共生社会を目指して、第９期計画を策定するものです。 

  

（２）第９期計画のポイント 

① 地域包括ケアシステムの推進 

    加齢や障害による心身の機能低下や子育ての不安など、生活上の困難を抱える人が地域において自

立した生活を送ることができるよう、介護や介護予防、生活支援、医療、住まいが一体的に提供され

る地域包括ケアシステムをより一層推進し、切れ目のない支援の実現に向けた地域ネットワークの充

実を図ります。あわせて、高齢者の健康づくりや社会参画を促進し、いくつになっても、また、何ら

かの生活のしづらさがあっても、誰もが家族・地域とのつながりや役割を持って、いきいきと自分ら

しく暮らせる地域づくりを推進します。 
 

② 適切な介護保険サービスの提供と介護人材の確保・育成 

  高齢者人口がピークを迎えると見込まれる2040年（令和22年）頃を見据え、中長期的な視点を踏まえ

た介護ニーズの推計を行い、適切な介護保険サービス基盤の整備を図ります。また、関係機関や介護サ

ービス事業所・施設等と協力し、増大する福祉・介護ニーズに対応できる質の高い介護人材の安定的な

確保と定着を図るための取組を推進します。 
 

③ 認知症施策の推進 

  「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」の趣旨を踏まえ、「明石市認知症あんしんまちづ

くり条例」に基づき、「本人の尊厳確保」「本人及び家族への支援」「地域での支え合い」を基本理念と

して、認知症の人及び家族等の意見や視点を重視しながら、認知症施策の充実を図るとともに、認知症

になっても誰もが安心して暮らせるまちづくりを推進します。 
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（３）施策展開の基本目標、方針等 

   別紙のとおり 

 

（４）介護保険サービスの必要量等の見込み 

① 第１号被保険者数の推計                         （各年 10月１日） 

 実績値 推計値 
2023年 

(令和5年) 
2024年 

(令和6年) 
2025年 

(令和7年) 
2026年 

(令和8年) 
2030年 

(令和12年) 
2035年 

(令和17年) 

住民基本台帳人口 306,610 307,165 307,720 308,275 310,495 308,864 

高齢者人口(65歳以上) 80,186 80,241 80,296 80,352 80,571 82,102 

 65歳～74歳(前期高齢者) 35,103 34,369 33,634 32,901 29,962 33,994 

75歳以上(後期高齢者) 45,083 45,872 46,662 47,451 50,609 48,108 

高齢化率 26.2％ 26.1％ 26.1％ 26.1％ 25.9％ 26.6％ 

※ 2023年（令和５年）10月１日住民基本台帳人口に基づきコーホート要因法で推計 

 

② 要介護等認定者数の推計                           （各年９月末） 

 実績値 推計値 
2023年 

(令和5年) 
2024年 

(令和6年) 
2025年 

(令和7年) 
2026年 

(令和8年) 
2030年 

(令和12年) 
2035年 

(令和17年) 

要支援 6,643 6,706 6,849 6,995 7,575 7,768 

 要支援１ 3,014 3,106 3,171 3,236 3,498 3,549 

要支援２ 3,629 3,600 3,678 3,759 4,077 4,219 

要介護 9,775 10,189 10,455 10,726 11,790 12,580 

 要介護 1 2,412 2,496 2,560 2,624 2,884 3,020 

要介護２ 2,289 2,365 2,427 2,485 2,728 2,911 

要介護３ 1,872 1,958 2,008 2,062 2,269 2,430 

要介護 4 1,997 2,044 2,101 2,161 2,387 2,586 

要介護５ 1,205 1,326 1,359 1,394 1,522 1,633 

合計 16,418 16,895 17,304 17,721 19,365 20,348 

   ※ 第２号被保険者を含む総数 

 

  ③ 介護保険施設等の整備計画                           （各年度末） 

 2023年度 
(令和5年度) 

2024年度 
(令和6年度) 

2025年度 
(令和7年度) 

2026年度 
(令和8年度) 

2030年度 
(令和12年度) 

2035年度 
(令和17年度) 

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 1,155床 1,155床 1,155床 1,155床 1,155床 1,155床 

地域密着型介護老人福祉施設 

（地域密着型特別養護老人ホーム） 
87床 87床 116床 145床 145床 145床 

介護老人保健施設 596床 596床 596床 596床 596床 596床 

介護医療院 0床 0床 50床 50床 100床 100床 

認知症対応型共同生活介護 411床 411床 429床 447床 483床 501床 

特定施設入居者生活介護（混合型） 704床 704床 804床 974床 1,174床 1,374床 

 

  ④ 第１号被保険者の保険料収納必要額  

第９期計画期間における総事業費見込額（約790億円）に、介護保険事業の財源構成、調整交付金交

付割合などを勘案して算出すると、３年間の保険料収納必要額は約183億円と見込んでいます。 
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(単位：千円) 

 
2024年度 

(令和6年度) 
2025年度 

(令和7年度) 
2026年度 

(令和8年度) 合計 

総事業費見込額 25,495,623 26,316,524 27,192,792 79,004,939 

 標準給付費見込額 23,680,394 24,468,460 25,313,541 73,462,395 

 地域支援事業費見込額 1,761,924 1,794,759 1,825,946 5,382,629 

 保健福祉事業費見込額 53,305 53,305 53,305 159,915 

第１号被保険者負担分相当額 5,905,038 6,093,845 6,295,387 18,294,271 

調整交付金不足額 54,593 43,581 55,676 153,850 

保険者機能強化推進交付金等 △60,000 △60,000 △60,000 △180,000 

保険料収納必要額    18,268,121 

   ※ 端数処理の関係上、各費用額の計は一致しない場合があります。 

 

（５）第９期の介護保険料（基準月額） 

  ① 介護保険料段階の見直し 

    国において、介護保険制度の持続可能性を確保するため、低所得者の保険料上昇の抑制及び負担能

力に応じた保険料負担が必要との観点から、介護保険料標準段階の多段階化、高所得者の標準乗率の

引上げ、低所得者の標準乗率の引下げ等について検討がなされています。 

国の標準段階が見直されれば、それに伴い本市の介護保険料段階も見直すこととなり、現時点では、

現行の14段階から16段階になる見込みです。 
 

  ② 第９期の介護保険料見込み 

介護保険サービスの必要量や被保険者数等の推計から試算すると、第９期計画期間の介護保険料は、基

準額が月額 6,642円（年額79,704円）となり、現計画期間中の介護保険料（月額5,870円）から、772円、

13.1％の増となります。 

本市では、2023年度（令和５年度）末時点の介護保険給付費準備基金残高が約33億円となる見込みであ

り、市独自事業として認知症対策や高齢者を介護する家族を支援する事業等の保健福祉事業を実施してい

るほか、介護保険料の上昇による第１号被保険者の負担増を抑えるため、県内他市町との均衡を逸しない

ように、同基金を活用します。 

※ 現段階では2024年度（令和６年度）以降の介護報酬が国から示されておらず、上記の第９期介護保険

料は、あくまでも参考値です。 

 

２ 今後の予定 

（１）パブリックコメント  

   2023年（令和５年）12月15日～2024年（令和６年）１月15日予定 

 

（２）第４回明石市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会 

   2024年（令和６年）２月９日予定 

 

（３）第２回明石市社会福祉審議会 

   2024年（令和６年）２月中旬予定 

 

（４）介護保険条例改正案上程及び第９期計画の報告 

   2024年（令和６年）３月議会 
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１．地域ネットワークの充実 

５．支え合い、いきいき暮らせる地域づくり 

 

 

４．権利擁護の取組の推進 

２．適切な介護保険サービスの確保 
（１）在宅サービスの促進 

（２）施設サービスの充実 

（３）介護保険サービスの質の向上 

（４）介護保険サービスの適正利用の促進 

（５）介護人材の確保・育成への支援 

（６）感染症対策の促進 

（１）成年後見制度の普及促進 

（２）高齢者の虐待防止及び早期発見・早期対応 

（１）健康づくりの推進・意識の向上 

（２）生きがいづくりと社会参画の促進 

（３）生活支援体制整備の推進 

（４）見守り体制の充実 

（５）災害対策の充実 

（１）認知症の理解促進 

（２）早期の気付き・早期支援の推進 

（３）本人の尊厳確保 

（４）医療･介護体制の充実 

（５）見守り・地域支援体制の充実 

（６）若年性認知症の人への支援 

３．認知症の人や家族等への支援の充実 

（１）重層的支援の推進 

（２）地域包括支援センターの機能強化 

（３）介護予防と自立支援の推進 

（介護予防・日常生活支援総合事業） 

（４）地域ケア会議の推進 

（５）在宅医療・介護連携の推進 

（６）在宅での生活支援 

（７）高齢者の住まいの安定確保 

基本理念 

「いくつになっても自分らしく 

地域で支え合い、安心して暮らせるまち あかし」 


